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注意

１

（裏面）

このＳは 、ｊ；え下の場合にａ１１１１ して くだ さい。

①　受給者がＫ名、ｔ所（受給者がま人である場合はま人名ＸびＲｊＱきｊＥ１４Ｓ 又は圭たる事務所の所ａＥ１１）を変

更した場合

②　受給者がｉｌ育（Ｓ護し、 かつ、ｔ計を同じ くするか又は生計を維持するこ とをいいます。） をするＲ童等 （１８

歳に；１する 日ａ後の縦ＩＪの ３Ｊｌ１ ３１ 日までの翫にある者又は１８歳にｉｌする日 ｊａ後の最初の３ Ｊ１ ３１ 日をａ・

した後２２歳に・する 日ａ後の最初の３ ｊ１ ３１ 日までの回にある者の うち、受給者によ ってａ護に相ＭＩする日

常生活上の世ＳＸぴあ要な保護並びにその生計費の相肖部５ｙの負担が行われている者をいいます。以下同様

です 。） がＪＥ１１４５又はＲ所を変更 した場合

（３）受給者のｉ！偶者が ｊ３乙名 又は住ｉｇｉを変更し た堀、合

④　受給者がｉｌｌＳ者を有するにｉｉつたｌｌ合又はｉｌｌｌきを４ｉしない者となるにｉｌつ た場合

⑤　受給者がａｍ者又は非披Ｓ者等でない者のｌｌを変更した場合

２　 受ｌａ者の住湊の変更について、このａを提出するｌ，要があるのは、 受給者が当該市回ｆ刹‘（・時別ＩＸを含みます。

ａ下回様です。） 内でａＥｉｇｉを変ｊｉしたｊｌ合にｌｌられ、 受給者がａの市ｌｌｆ村にＲＳを変Ｗした場合は、受給享由消

Ｓｉｌをｌｌ出していただ くこ とになり ます。

３　 Ｒ童等のｔｊタｉの変ＩＩのう ち、 ｌｋの場合は、ｌｌｉｇｉを変ｉ： したａ、 そのＲ童等のａＥＲＳの写し又はｔＩＥＲ；ＳａＥＩ哉事項

ＩＥＩＩ書であって、 その見ａ等が世帯圭であるＳ合にはその旨、 そのＳ童等が世帯圭でない場合には世帯圭との続

加ｉがＳａされたものをＳえてａｌａｌ してください。なお、 当該書類によ りＩＥＩＩすべき事実をむ簿Ｓ （マイナンパー
●

制度による情奉ｌｉｌ！携を含みます。 ）によって市ｌｌｒ村Ｊを （４考３１１ＫのＫｊｉを含みます。） が確ａするこ とができるとき

は、 き該書類は省 Ｓ１する こと がで きま す。’

①　 １該市ｌｆ村から他の市ｌｌｆ村にｆｔ所を変１１した場合

②　 ｌｌの市１１ｆ村からｊｉに１１！｜の市ｌｆ村にａｇｉを変Ｔ１１した場合

③　 他の市！Ｉ村のＫｊ湊内で住所を変更し たｊｌ合

４　 ＲｊｌＷのを｝タｉの麦１１１のう ち、 Ｗ学によ り日本国内にｌｔｉタｉを有しなく なったＳ合は、・該リＵｔ等が日本国内にｔ

所を有しなく なった日の前日まで９１き続き ３年をｊ皚えて日本国内に住Ｓを有し、 教育を受けることを目Ｍｊとして

夕Ｓ，Ｎにｇ１１Ｅしていることをｌｉｌらかにすることができる書類をＳえてｌｌｉｎ してください。

５　 このｉｌは、 １の（ｌ）から④までに４奈る事ｇｉを変ｌｉしてから１４日な内に、 １の⑤にＳる事ｇｉを変ｌｉした場合はｉｌｌ

やかに提出してく ださ い。

備考

１．

２．

必要があるときは、所要の変更又は調整を加える ことができるｏ
受給資格者に周加することによ り、 注意事項を省鳬するこ とができる。


